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はじめに 
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機に急速に普及
したテレワークですが、ここにきて⼀部の⼤企業を中⼼
に「出社回帰」の動きが進んでいます。⽣産性向上、組
織統制、若⼿育成などを理由に、テレワークを縮⼩・廃
⽌する判断をする企業も増えています。 
 
しかし、テレワークの⾒直しは、単なる⽅針変更にとど
まらないリスクを内包しています。特に、労働条件変更
との関係を誤ると、労働紛争に発展するおそれがありま
す。 
 
テレワークは労働条件なのか 
テレワークが労働条件に該当するかどうかは、その導⼊
経緯や制度設計によって判断が分かれます。厚⽣労働省
のテレワークガイドラインでも、テレワークは「働き⽅
の⼀つ」とされており、就業規則や労働契約に明⽰され
ている場合には労働条件の⼀部と評価される可能性が
あります。 
 
特に注意が必要なのは、以下のパターンです。 
 
 労働契約書に「テレワーク可」「原則在宅勤務」など

の記載がある場合 
 就業規則に制度として定められている場合 
 ⻑期間（数年単位）にわたりテレワークが常態化し

ていた場合 
 
このような場合、出社回帰は「労働条件の変更」として
扱われ、企業側の⼀⽅的な変更は問題となりえます。 
 
出社回帰をめぐる法的リスク 
配置転換命令について、近年「勤務地」や「労務提供の
場所」の変更は、労働者に与える影響が⼤きいとして慎
重に判断される傾向があります。たとえば、勤務地変更

に関する判例では、以下のポイントを総合的に考慮する
べきとの枠組みが確⽴しています。 
 

・⽣活への影響の程度 ・不利益の内容（通勤時間、
育児・介護との両⽴など） 
・業務上の必要性 ・代替措置の有無 

 
テレワークから出社への切替えも、実質的には「労務提
供場所の変更」と評価される可能性があります。特に育
児・介護などを理由に在宅勤務を前提とした⽣活設計を
していた労働者に対しては、不利益性が⼤きいと判断さ
れやすい点に注意が必要です。 
 
出社回帰を進める際の実務ポイント 
1.テレワーク制度の定義の明確化 
就業規則・テレワーク規程の新設や⾒直しの際には、テ
レワークは恒久制度ではない旨を明⽂化する必要があ
ります。業務上の必要性により出社を命じる場合がある
旨を明記します。併せて、テレワークの弊害や出社の有
⽤性を労働者に説明する姿勢も⼤切です。 
 
2.段階的な移⾏と個別配慮 
突然全⾯出社とせず、週 1〜2 ⽇出社から始めるなど、
緩やかな移⾏は紛争予防に有効です。 
さらに、個別配慮の検討も⽋かせません。育児・介護・
通院等の事情がある労働者については、例外的な在宅勤
務や時差出勤を組み合わせることにより、不利益を緩和
できます。 
 
3.効果検証 
出社回帰の結果、各⽅⾯にどのような影響があったかを
検証します。時間あたりの⽣産性、採⽤・定着率、離職
率、労働時間数、コスト増減などの変化を確認し、今後
の労働環境整備に役⽴てることが重要です。 

出社回帰をめぐる労働条件の 

変更とそのリスク対策について 

新型コロナウイルス感染拡⼤により急速に
普及したテレワークですが、近年出社回帰の
動きが進んでいます。出社に移⾏する際の注
意点を整理します。 
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はじめに 
通算 5 年を超える有期労働契約に適⽤される「無期転換
ルール」により、⾮正規労働者の雇⽤安定が⼀定程度進
展したと評価されています。⼀⽅で、この「無期転換ル
ール」をめぐるトラブルが新たな労務課題となっていま
す。こうした中、厚⽣労働省は 2025 年 12 ⽉、無期転
換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係に関する
裁判例・考え⽅を整理した資料を公表しました。 
 
無期転換ルールの⽬的と概要 
2013年4⽉以降に締結された有期契約から始まったこ
の無期転換ルールは、⾮正規労働者の不安定な雇⽤関係
の是正を⽬的としています。同⼀使⽤者との有期契約が
通算 5 年を超えて更新された場合に、労働者からの申し
込みにより無期労働契約に転換する権利が発⽣します。 
 
裁判例整理の背景と主なポイント 
今回厚労省が公表した資料は、無期転換ルールに関する
典型的な問題と判断基準を、裁判例をもとに整理したも
のです。主なポイントは以下の⼆点です。 
 
1.無期転換申込権発⽣直前の雇⽌め 
無期転換申込権が発⽣する直前に、合理的な理由なく雇
⽌めを⾏った事例が裁判例として取り上げられていま
す。また、申込権発⽣前に⼀⽅的に更新上限を設定した
り、契約締結時点で当初から更新上限を設けて無期転換
申込権の発⽣を回避したりするような事例も取り上げ
られています。これらは、無期転換権の⾏使機会を不当
に制限する可能性があり、裁判所は合理性や相当性の観
点から厳格に判断する傾向にあります。有期契約労働者
の雇⽌めは単なる契約終了・期間満了として安易に⾏う
べきではありません。契約継続を期待させる状況であれ
ばあるほど、雇⽌めのハードルは⾼くなっている点に注
意しましょう。 
 

2.無期転換申込に対する不利益取扱い 
申込をした労働者に対して、申込を理由に不利益な取扱
いがなされた事案も紹介されています。例えば、申込後
に労働条件を意図的に不利にしたり、申込の放棄を強要
したりといった事例です。これは、無期転換権⾏使を抑
制するような職場環境・処遇変更が不当とされる可能性
を⽰唆しています。企業としては、この種の不利益取扱
いは、裁判所において不利に判断されるリスクが⾼い点
に注意が必要です。 
 
実務対応のポイント 
企業の労務担当者や経営者がこの資料を踏まえた対応
をする場合のポイントは以下のとおりです。 
 
1.通算期間の管理の徹底 
通算契約期間の把握と、申込権発⽣時期の正確な管理・
運⽤は必須です。無期転換権の発⽣の⾒落としや雇⽌め
時期の判断ミスを防ぐための基盤です。 
 
2.有期契約と無期契約の明確区分 
有期契約と無期契約の仕事内容や労働条件に明確な差
がないほど、契約更新を期待させやすくなり、雇⽌めの
ハードルが⾼くなります。雇⽌めの可能性がある有期契
約については、当初から時限的かつ限定した業務（例︓
スポット的な繁忙期対応など）を担当させるなどの区分
を明確にした⽅がよいでしょう。 
 
3.誠実な交渉 
経営的判断から無期転換申込をされると困るような場
合であっても、誠実な対応が重要です。個別の労働者の
事情を聞く、会社の経営状態を正直に伝える、労働者の
能⼒が不⾜しているのであれば繰り返し指導するなど、
誠実な対応によってトラブル深刻化の予防に努めまし
ょう。

裁判例から学ぶ無期転

換ルールのリスク対策 

通算 5 年を超える有期雇⽤契約は、労働者の
申込により無期転換する「無期転換ルール」
について、厚労省が裁判例をまとめた資料を
公表しました。 
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はじめに 
2024 年 11 ⽉ 1 ⽇から、フリーランス（特定フリーラ
ンス事業者）が労災保険の特別加⼊制度の対象となりま
した。この制度は、厚⽣労働⼤⾂の承認を受けた特別加
⼊団体が運営しています。 
 
施⾏から⼀定期間が経過し、実務上の利⽤実態や企業側
の注意点も徐々に明らかになってきています。以下、制
度の概要と企業側の注意点について解説します。 
 
法施⾏後の動向と利⽤状況 
制度開始後、フリーランス向け労災特別加⼊制度への加
⼊者は着実に増加しています。加⼊者の職種は製造・設
計系から事務系まで幅広く、多様な業種に広がっていま
す。 
 
これまで労災保険は「雇⽤契約をしている労働者向けの
制度」という認識が強く、フリーランスは⺠間保険に頼
らざるを得ませんでしたが、国の制度として労災補償を
受けられる点が評価されています。 
 
加⼊対象者 
フリーランス向け労災特別加⼊制度の加⼊対象は、原則
として「労働者を使⽤せず、事業者と業務委託契約等に
より業務を⾏う個⼈事業者（労働者を雇⽤しない等の要
件を満たした⼀⼈社⻑の法⼈代表者を含む）」です。典
型的な加⼊対象者は以下のとおりです。 
 

ライター/デザイナー/エンジニア/フォトグラファー/
ジムインストラクター/美容師/翻訳・通訳/ピアノ・そ
の他講師/営業代⾏/コンサルタント、調査研究 

 
なお、建設業や個⼈タクシー、個⼈貨物運送業者（フー
ドデリバリーなど）といった⼀部の業種については、別
枠の特別加⼊制度が既に⽤意されているため、それぞれ

の事業団体などを通じて特別加⼊をすることになりま
す。 
 
保険料と加⼊⽅法 
フリーランス向け労災特別加⼊制度の年間保険料につ
いては、加⼊者が任意に選んだ給付基礎⽇額（3,500 円
〜25,000円）をもとに「給付基礎⽇額 ×365 × 0.3％」
の計算式で決められます。 

 

例えば⽇額 10,000 円で加⼊した場合、年間 10,950 円
（＋年会費や⼊会⾦など）となり、保険料は全額加⼊者
が負担します。⼿続きは特別加⼊団体を通じて⾏います。 
 
補償内容 
フリーランス向け労災特別加⼊制度の補償内容は労災
保険と基本的に同等です。つまり、業務災害・通勤災害
の場合の治療費 100%、休業補償給付も給付基礎⽇額の
80%、後遺障害や死亡補償もついています。労災に当た
るかの判定は労働者と⽐べて厳しい⾯はありますが、⽀
払う保険料と⽐べ充実した内容といえるでしょう。 
 
委託企業側の注意点  
１.労働者性 
業務の実態が「指揮命令下での労務提供」と評価されれ
ば、労働者性が問題になる可能性があります。もし仕事
中にけがをしたフリーランスが実質的に労働者と判断
された場合は、この労災特別加⼊ではなく委託企業側の
労災保険が適⽤される可能性があります。 
 
２.フリーランス向け労災特別加⼊制度の案内 
フリーランス向け労災特別加⼊制度では、安い保険料で
国の労災並みの補償が得られます。そのため、フリーラ
ンスに業務委託をしている企業としても制度を把握し
た上で、適宜案内してみてはいかがでしょうか。 

フリーランス向け労災 

特別加入制度について 

フリーランスが加⼊できる労災保険特別加
⼊制度が 2024 年 11 ⽉から始まっていま
す。制度の内容を解説するとともに開始から
１年が経過した最近の動向を紹介します。 
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はじめに 
著者は、2008 年に負債 14 億円・債務超過のメガネチ
ェーン OWNDAYS を買収し、翌年に⿊字化を達成した
経営者です。⾃伝的⼩説『破天荒フェニックス』の著者
としても知られています。現在は 13 か国 600 店舗超、
売上⾼ 500 億円規模のアジア最⼤級のメガネチェーン
へと成⻑させました。 
 
本書は全 71 問の Q&A 形式で、資⾦繰り・⼈材・ブラ
ンド・M&A など経営者が必ずぶつかる課題を実体験に
基づき解説しています。496 ページの厚さながら、⽬次
から必要な箇所だけ読み進められる構成です。 
 

成功はアート、失敗はサイエンス 
著者は「成功は再現できないが、失敗は予防できる」と
説きます。成功は市場環境やタイミング、⼈材、運など
無数の要因が絡み合った⼀回性のもの。同じ⽅法を繰り
返しても同じ結果にはなりません。 
 
⼀⽅、失敗には業種や規模を問わず共通のパターンがあ
り、仕組みで防げる。つまりサイエンスだと著者は指摘
しています。コントロールできない「成功の再現」では
なく、コントロールできる「失敗の予防」に全⼒を注ぐ。 
 
うまくいった時ほど「運が良かっただけ」と⾝を引き締
める謙虚さも、著者が⼤切にする姿勢です。年 5%の堅
実な成⻑を10 年積み上げれば⼤きな差が⽣まれるとい
う視点も印象的でした。派⼿な⾶躍より、着実に失敗を
防ぎながら歩みを重ねる。この発想の転換が本書を貫く
哲学です。 
 

データが⾒抜く「辞める⼈」の予兆 
⼈材の定着は多くの経営者にとって切実な課題です。著
者は OWNDAYS で過去のすべての採⽤実績とその後の
経過をデータ化しました。採⽤ルート、年齢、通勤時間、

⾯接官、配属先、上司など、離職に関係しそうな項⽬を
⼀覧化し、離職率との因果関係を検証したのです。 
 
すると項⽬ごとにさまざまな傾向が浮かび上がり、採⽤
戦略を最適化した結果、離職率は⼤きく改善されました。
データの分析だけでなく、⼊社後のフォロー体制の⾒直
しも⽋かせないと著者は強調しています。 
 
勘や経験に頼る採⽤からデータに基づく採⽤へ。この転
換が組織の安定を⽀えています。 
 

仕組みとマニュアルは何が違うのか 
著者は「仕組み」と「マニュアル」を明確に区別してい
ます。仕組みとは「何を優先し、どう判断するか」を揃
える全体最適の設計であり、マニュアルは「どうやるか」
を揃える部分最適の⼿順書です。仕組みなきマニュアル
の乱⽴は、部⾨間で⽭盾を⽣みかねません。 
 
「同じ質問が 3 回以上繰り返されたら、即座に仕組み化
せよ」という明快な判断基準も紹介されています。社員
教育に時間をかける前に、まずミスが起きない仕組みを
整える。この優先順位の考え⽅は、⼈⼿不⾜に悩む中⼩
企業にとって⼤きなヒントになるはずです。 
 

経営者の孤独に寄り添う「辞書」 
本書は通読型ではなく、困ったときに引ける経営の辞書
として設計されています。経営者になると相談できる相
⼿が減り、孤独な判断を迫られる場⾯が増えるものです。 
 
そんなとき、該当する質問を開くだけで頭が整理される
メンター的な存在として活⽤できます。経営者はもちろ
ん、起業を志す⽅や組織づくりを担う⼈事担当者にも、
ぜひ⼿に取っていただきたい⼀冊です。 

社長がつまずくすべての 

疑問に答える本 著：田中修治 

単⾏本︓496 ページ 
出版社︓KADOKAWA 
価格︓2,090 円（税込） 
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当事務所へのお問い合わせについて 
今⽉のニュースレターはいかがでしたか︖ 
来⽉も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 
 
なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 

社会保険労務⼠法⼈パートナーズメニュー 

代表社員（共同代表） 源⽥裕久  ⽥巻訓⼀ 

所在地 〒326-0814 
栃⽊県⾜利市通3 丁⽬2757 ⾜利商⼯会議所1 階 

営業時間 平⽇ 9:00-18:00（⼟⽇祝⽇対応可） 

電話 0284-64-8735 

FAX 0284-64-8736 

メール info@pmenu.onmicrosoft.com 

 
 
代表社員（共同代表）よりあいさつ 
 
三寒四温の時節となりましたが、あわせて花粉の⾶びかう頃ともなり、マスクをつける⽇々を過ごしております。 
本号でご案内しております「無期転換権」につきましては、2013 年の導⼊時期にいろいろな議論が巻き起こり、 
例えば60 歳で定年された後に1 年間ごとに更新する契約を持つ嘱託社員が6 年⽬に申出をされると「死ぬまで 
社員になるのか︖」と話題となり、これを防ぐために第⼆定年を設けるなどの措置の導⼊も⾏われてきたという 
経緯などもありました。また、パート社員さんが同じく6 年⽬に申出した際には「正社員になる」といった誤解 
も多く流布され、騒動になったこともあります。本号で解説しております通り、これは労働契約上の⾝分保障を 
安定化させるものであって正社員として転換されるものではありません。しかし、仮に問題のあるパート社員を 
安易に契約更新すると無期転換される可能性がありますので、契約更新をしても良い⼈物なのかを⾒極めたり、 
また最初から契約回数の上限を決めるなどの対策は必要です。お悩みの際は弊社にご相談ください。 
                                                源⽥ 

当事務所からの 

お知らせ 

労務管理や助成⾦などのご相談がござい
ましたら、お気軽に当事務所までお問い合
わせください。 



 

  

社会保険労務⼠法⼈パートナーズメニュー 

無期転換ルール 

対応チェックシート 

2026 年版チェックシート 

無期転換ルールに関して貴社の現状を確認するためのチェックシートです。 
 
チェック項⽬ 

 

FAX のご返送は 0284-64-8736 まで 
 

 

No チェック項⽬ YES NO 

1 有期契約社員・パート等の通算契約期間（5 年ルール）を正確に管理していますか︖   

2 無期転換申込権がいつ発⽣するかを事前に把握できていますか︖   

3 契約更新の有無や更新上限について、労働条件通知書・契約書に明⽰していますか︖   

4 無期転換申込権発⽣直前の雇⽌めについて、合理的な理由を説明できますか︖   

5 無期転換の回避が⽬的と受け取られかねない雇⽌め運⽤をせず、適切に対応していますか︖   

6 無期転換の申込みがあった場合にも、公正な労働条件を維持していますか︖   

7 無期転換申込後の対応（判断者・流れ）を社内で整理していますか︖   

8 無期転換後の労働条件（賃⾦・評価・昇給ルール）を事前に説明できますか︖   

9 有期契約更新や雇⽌めの判断理由を、記録として残していますか︖   

10 無期転換・雇⽌め対応について、社労⼠等の専⾨家に相談できる体制がありますか︖   

 貴社名    ご担当者名   
 ご住所    E-mail   
 TEL    ご要望を 

 お書きください 
  

 FAX   


